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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車両のパワーステアリングを管理する方法であって、
　前記車両の加速度の値及び前記車両のハンドル角の値の関数として、パワーステアリン
グ制御値を決定すること（２３、２４）からなるステップを含み、前記ステップは、
　前記車両の前記加速度の値及び前記車両の前記ハンドル角の値の関数として、利得値を
決定すること（２３）、及び
　前記パワーステアリング制御値を得るために、支援トルクの初期値に前記利得値を適用
すること（２４）であり、前記利得値は、マッピングを用いて決定され、
　前記加速度及び前記ハンドル角の対の複数の値であって、前記利得値が既定値に等しい
ゾーンを画定する曲線に対応する、前記対の複数の値を記憶装置に保持することからなる
ステップを含む、方法。
【請求項２】
　既定の加速度の値に対応する、前記利得及び前記ハンドル角の対の１組の値を、前記記
憶装置に保持することからなるステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記加速度への前記パワーステアリング制御の適合の終了の状態を検出すること、及び
　前記検出の後に、前記利得が既定値を割り当てられる適合非活性モードへ変化すること
、からなるステップを含む、請求項１又は２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４】
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　前記パワーステアリング制御の連続的な適合の期間を推定すること、
　前記推定された期間を閾値と比較すること、及び
　前記推定された期間が、前記閾値に達する又は超えるならば、前記利得に前記既定値を
課することにより、前記パワーステアリング制御の前記適合を禁止すること、からなるス
テップを含む、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記車両の一つ又は二つの非駆動車輪に対応する、センサからの速度の値を受け取るこ
と（２０）からなるステップを含む、請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　自動車両（１）のパワーステアリングを管理するための装置（１０）であって、
　前記車両の加速度の値を受け取る手段、
　ハンドル角の値を受け取る手段、及び
　前記車両の前記加速度の値及び前記車両の前記ハンドル角の値の関数として、利得値を
決定する（２３）処理手段、及び
　前記パワーステアリング制御値を得るために、支援トルクの初期値に前記利得値を適用
する（２４）手段、を備え、更に、
　前記利得値を決定する処理手段（２３）において、前記利得値がマッピングを用いて決
定され、
　前記利得値を適用する手段（２４）において、前記加速度及び前記ハンドル角の対の複
数の値であって、前記利得値が既定値に等しいゾーンを画定する曲線に対応する、前記対
の複数の値を記憶装置に保持することからなるステップを含む、装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の、前記パワーステアリングを管理するための装置（１０）を備える自
動車両（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車両のためのパワーステアリング管理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ハンドルの位置により直接に生成されるトルクに、支援トルクを加えることにより、自
動車両の運転を容易にすることが、よく知られている。そのようなパワーステアリングを
組込んでいる車両は、このように、操縦がより容易である。
【０００３】
　ところで、車両の重量、エンジンの位置及び現在の加速に応じて、車両のフロントは、
荷重低減が大きくなったり小さくなったりしうる。例えば、フロントが比較的軽い車両で
は、比較的強い長さ方向の加速は、フロントの荷重を低減させ、そのため、車両が停止し
ているときより、加速中の方が、車輪が地面と係合しない傾向がありうる。この荷重低減
は、車両が後輪駆動である、又は、電気自動車について当てはまりうる、強い始動トルク
を有している場合に、強められうる。
【０００４】
　車両のフロントが、このように荷重低減されるときに、運転者がハンドルを回すならば
、パワーステアリングにより適用される支援トルクのため、浮遊感覚を持つ危険がある。
【０００５】
　従って、フロントの重量のこの軽減のため、パワーステアリングは、車両の過度に強い
動きを引き起こすことがあるので、搭乗者は、ハンドル操縦中に浮遊感覚を持つことがあ
る。
【０００６】
　この過度な支援の感覚を減らすことができる方法及び／又は装置に対する要求が存在す
る。
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【発明の概要】
【０００７】
　車両の加速度の関数としてパワーステアリング制御値を決定することからなるステップ
を含む、自動車両のパワーステアリングを管理するための方法が、提案される。
【０００８】
　従って、車両が大きな加速を受け、その結果、車両のフロントが荷重低減されるとき、
車両の加速を考慮することにより、ハンドルでの支援を減らすように、準備できるであろ
う。
【０００９】
　例えば、加速度を閾値と比較し、加速度がこの閾値よりも大きいとき、支援トルク値を
適合させるように、準備できるであろう。
【００１０】
　好適には、かつ非限定的に更に、車両のハンドル角度の関数として、パワーステアリン
グ制御値を決定するように準備できる。実際、ハンドル角が比較的大きい値であるとき、
すなわち、車両が曲がりつつあるときよりも、ゼロに近いハンドル角度である場合、すな
わち、比較的真っ直ぐな期待軌道の場合の方が、期待軌道に対する最小の逸脱は、より知
覚できるであろう。言い換えると、運転者の感度は、ハンドル角が比較的小さい値である
ときの方が、より高い。従って、パワーステアリング制御値を決定するために、ハンドル
角度を考慮することにより、パワーステアリングを運転者の感度に適合させることができ
る。加速とハンドル角を両方考慮することは、過度の支援についての運転者の感覚を、よ
り一層制限することができる。
【００１１】
　好適には、かつ非限定的に、本方法は、車両の加速度及び／又は車両のハンドル角度の
関数として利得値を決定することからなるステップと、パワーステアリング制御値を得る
ために、支援トルクの初期値にこの利得値を適用することからなるステップを含むことが
できる。
【００１２】
　この支援トルク値は、従来技術で既知の方法により、例えば、ハンドルトルクの関数と
して、及び車両の速度の関数として、得ることができる。
【００１３】
　好適には、かつ非限定的に、パワーステアリング制御値は、マッピングを用いて、決定
される。
【００１４】
　好適には、かつ非限定的に、利得値は、マッピングを用いて、加速度及びハンドル角度
から、決定される。
【００１５】
　従って、加速度及びハンドル角度の関数として利得値を与える２次元マッピングを、記
憶装置に保持するように準備できる。
【００１６】
　例えば、利得、加速及びハンドル角の三つ揃いの値を、記憶装置に保持することができ
る。
【００１７】
　好適には、かつ非限定的に、ゾーン全体にわたり利得が一定値、例えば、ある既定値を
取るようなゾーンを定義するように、マッピングデータを選択することができる。
【００１８】
　好適には、かつ非限定的に、利得値がある既定値、例えば１に等しいようなゾーンを画
定する曲線に対応する、加速及びハンドル角の対の複数の値を、記憶装置に保存するよう
に準備できる。
【００１９】
　従って、この曲線の一方の側の、例えば、この曲線より下の、それぞれの加速度の値及
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びそれぞれのハンドル角の値により定められる動作点について、パワーステアリング制御
値は、支援トルク値と等しい。
【００２０】
　利得が既定値と等しいゾーンの全体にわたり分布した１組の点よりむしろ、単に対の複
数の値を保存することにより、マッピングを保存するために使用されるメモリサイズを制
限することができる。
【００２１】
　利得が既定値を取るこのゾーンの外側の、利得、加速度及びハンドル角の三つ揃いの値
を保持するように、準備することができる。
【００２２】
　好適には、かつ非限定的に、既定の加速度、例えば１０メートル／秒２又は他の値に対
応する、利得及びハンドル角の対の１組の値を記憶装置に保存するように、準備すること
ができる。従って、この値の組は、利得が既定値に等しいゾーンとは異なるゾーンに対応
し、この第二のゾーンを上記の曲線で特徴付けることを可能にすることができる。
【００２３】
　好適には、かつ非限定的に、本方法は車両の加速度、ハンドル角度から並びに、加速と
ハンドル角の対の複数の値及び、利得とハンドル角の対の値の組を用いて、補間により利
得値を決定することからなるステップを含むことができる。
【００２４】
　従って、この２次元マッピングに対応する保存される値の数は、比較的少なくできる。
【００２５】
　補間は、例えば、線形又は非線形でありうる。
【００２６】
　加速とハンドル角の対の値、及び／又は、利得とハンドル角の対の値は、特に車両の種
類及び顧客の望む感覚に応じて、経験的に決定されることができる。
【００２７】
　本発明は、加速度の値が決定される仕方により限定されない。
【００２８】
　好適には、かつ非限定的に、少なくとも一つの非駆動輪に対応する速度の値を、センサ
から受け取るように準備することができる。そのような速度の値は、車輪の起こりうる滑
りによって影響されることは、実際は、ほとんどない。
【００２９】
　これらの速度の値は、例えば、ＥＳＣ（電子安定制御）システムから受け取ることがで
きる。
【００３０】
　好適には、かつ非限定的に、本方法は、例えば１未満の利得値から１に等しい利得値へ
の変化を検出することにより、又は代替的に、加速及び／又はハンドル角の値を一つ又は
、複数の閾値と比較することにより、加速及び／又はハンドル角でのパワーステアリング
制御の適合の終了の状態を検出することからなるステップを含むことができる。
【００３１】
　本方法は、この検出の後に、適合非活性化モードへ変化することからなるステップを含
むことができ、ここで、利得には既定値、例えば１が割り当てられ、これは、加速及び／
又はハンドル角の値が何であろうが、なされる。既定の期間、例えば５秒、１０秒又は他
の期間の間、この適合非活性化モードを課すように準備することができる。
【００３２】
　従って、この方法は加速度が間違っているとき、又は運転者が過度に不規則に加速及び
ブレーキをかけるときに、パワーステアリングを適合することを回避することを可能にで
きる。特に、状況によって、加速度が上手く推定されないということがありうる。例えば
、道路表面の違いが、不正確な加速度の推定値に帰結することがありうる。パワーステア
リングの適合を禁止することにより、顧客の感覚を改善することを可能にできる。
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【００３３】
　好適には、かつ非限定的に、例えば、利得が既定値より小さい値を示す間又は、加速度
が閾値又は他の値よりも大きい値を示す間、カウンタをインクリメントすることにより、
パワーステアリング制御の連続的な適合の期間を推定するように準備することができる。
更に、この推定された期間を閾値と比較するためのステップが提供されることができ、こ
の推定された期間が、この閾値に達する又は超えるならば、パワーステアリング制御の適
合を禁止することができる（例えば、適合不活性化モードに変化することにより、利得に
既定値を課すことにより、又は他の手段により）。
【００３４】
　実際には、過度に長い時間の過度に大きい加速度の値は、人為的要素からの結果であり
うる。従って、運転者がパワーステアリングの減少を感じ、故障であるとみなしうること
を防ぐため、加速度が過度に長い時間にわたり過度に大きいとき、パワーステアリングの
いかなる減衰も禁止される。
【００３５】
　このプログラムがプロセッサにより実行されるときに、上記のステップを達成するため
の命令を含むコンピュータプログラム製品が、更に提案される。
【００３６】
　このプログラムは、記憶装置又は他の種類の媒体に保存され、アップロード又は他を行
なうことができる。
【００３７】
　車両の加速度の値を受け取る手段及び、この加速度の値の関数としてパワーステアリン
グ制御値を決定するように構成された処理手段を備える、自動車両のパワーステアリング
を管理するための装置が、更に提案される。
【００３８】
　好適には、装置は、ハンドル角の値を受け取る又は、推定する手段を備えることができ
る。
【００３９】
　処理手段は好適には、更に、車両のハンドル角の値の関数として、パワーステアリング
制御値を決定するように、構成されることができる。
【００４０】
　そのような装置は、例えばマイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどのプロセッ
サを備える又は、プロセッサの中に組み込まれることができる。受信手段は、例えば、入
力ピン、入力ポート又は他を含むことができる。処理手段は例えば、プロセッサコア又は
ＣＰＵ（中央処理装置）又は他を含むことができる。
【００４１】
　上記の管理装置を組込む自動車両、例えば、電気自動車、ガソリン自動車、ディーゼル
自動車、又は他の車両が更に提案される。
【００４２】
　非限定的な実施形態を示す図面を参照することによって、本発明はよりよく理解される
であろう。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の一実施形態による自動車両を示す。
【図２】本発明の一実施形態による方法の一例を示すフローチャートである。
【図３ａ】本発明の一実施形態による方法において用いられることを意図されたマッピン
グについて、加速度及びハンドル角度の関数として利得値を示す３次元グラフである。
【図３ｂ】図３ａのグラフに由来する第一の曲線を示し、ハンドル角度が横軸に沿ってプ
ロットされ、加速度が縦軸に沿ってプロットされており、この第一の曲線は、利得が１０
０％に等しい第一のゾーンと、利得が１００％未満になるであろう第二のゾーンとの間の
境界値に対応する。
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【図３ｃ】また図３ａのグラフに由来する第二の曲線を示し、所与の加速度の値について
、ハンドル角度の値が横軸に沿ってプロットされ、利得値が縦軸に沿ってプロットされ、
第二のゾーンの中の利得値を決定するために用いられることを意図されている。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　図１を参照すると、例えば電気自動車、スポーツカーなどの自動車両１が、ハンドルト
ルク値と車両の速度の関数として支援トルク値を決定するように構成された、従来技術で
既知の種類のパワーステアリング装置１１を備える。
【００４５】
　車両１は、パワーステアリング装置１１から送られて来る支援トルク値を入力として受
け取り、さらに、ハンドル角度の値と加速度の値と、示されていないＥＳＣシステムから
送られて来る非駆動車輪の速度の値とを入力として受け取る、パワーステアリングを管理
するための装置１０を、更に備える。
【００４６】
　図２に示されるフローチャートは、この装置１１の機能を示す。
【００４７】
　図２を参照すると、本方法は、車両の一つ又は二つの非駆動車輪の速度をそれぞれ測定
するセンサから送られて来る、一つ又は二つの速度の値の受信ステップ２０を含む。これ
らの値は、例えば、ＥＳＣシステムから受け取ることができる。
【００４８】
　本方法は、時間の経過にわたって受け取られる速度の値から、車両の加速度の値を推定
することを可能にする微分ステップ２２を含む。それ自体既知の方法により、時間微分を
実行ように準備することができる。
【００４９】
　更に、本方法は、例えばハンドル角センサから送られて来るハンドル角度の値を受け取
ることからなる、ステップ２１を含む。
【００５０】
　本方法は、加速度の値とハンドル角度の値の関数として、利得値を決定することからな
るステップ２３を、更に含む。
【００５１】
　このステップはマッピングを用いる。図３ａ、図３ｂ及び図３ｃに示されるグラフは、
このステップ２３の実施形態の一例を示すことができる。
【００５２】
　図３ａは、従って、加速度の値の関数及びハンドル角度の値の関数としての利得値の例
を示す。
【００５３】
　この例において、加速度の値は、０から１０メートル／秒２（ｍ／ｓ２）の間であり、
ハンドル角度の値は、０から１２０％の間である。利得は、パーセントで表され、１００
％の利得は、１に等しい値に対応する。
【００５４】
　これらの利得値は経験的に決定された。この図からわかるように、このマッピングの利
得値は、利得が１００％に等しい第一のゾーン及び利得が１００％未満の値を取ることが
できる第二のゾーンを画定する。これらの二つのゾーンの間の境界は、利得が常に１００
％に等しい、加速度とハンドル角度の限界値に対応する曲線３３により実質的に構成され
る。
【００５５】
　この曲線３３は、図３ｂにおいて再びプロットされる。
【００５６】
　この例において、以下を記憶装置に保持するように準備することができる。
　この曲線３３の加速度とハンドル角の対の複数の値、例えば、点Ａ１、Ａ２、Ａ３，Ａ
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４、Ａ５、Ａ６に対応する６対の値、及び
　図３ａの曲線３４に対応する、利得とハンドル角の１対の値、例えば、点Ｇ１、Ｇ２、
Ｇ３，Ｇ４、Ｇ５、Ｇ６に対応する、６個のトルク値。
【００５７】
　この図３ｃは、曲線３４の６個の点を示し、この曲線３４は、１０ｍ／ｓ２の最大加速
度の値に対応する。
【００５８】
　従って、図２のステップ２３の間に、受け取られた加速度の値及び受け取られたハンド
ル角の値の対が、図３ｂの曲線３３の下であるか否かを決定することにより、処理が開始
される。
【００５９】
　これは、受け取られた加速度の値とハンドル角の限界値の対に対応する点が曲線３３上
にあるように、受け取られた加速度の値から角度の限界値を推定することにより、実行さ
れることができる。この推定は、記憶装置に格納された対の値に基づいて、補間により実
行されることができる。それから、受け取られた対が、曲線３３のどちら側に位置するか
を知るために、受け取られた角度の値が、角度の限界値と比較される。
【００６０】
　代替的に、受け取られたハンドル角の値及び曲線３３のデータから加速度の限界値を推
定し、その後、受け取られた加速度の値をこの加速度の限界値と比較するように準備する
ことが、もちろん可能であろう。
【００６１】
　受け取られた値のこの対が、図３ｂのこの曲線３３より下であることが判明するならば
、その場合、利得は１００％に等しい。
【００６２】
　逆の場合、すなわち、それが、図３ａのゾーン３２の中に位置するならば、その場合、
利得値は、記憶装置に格納された曲線３３と３４の点を用いて、補間により決定される。
【００６３】
　例えば、それぞれ曲線３３及び３４から以下を読み取るように、準備することが可能で
あろう。
　利得が１００％であろう、受け取られたハンドル角の値に対応する加速度の限界値、及
び
　加速度が１０ｍ／ｓ２であろう、受け取られたハンドル角の値に対応する最小の利得値
。
【００６４】
　それから、これらの二つの限界点の間で、一次、二次又は、より高次の線形補間により
、受け取られた加速度の値に対応する利得値が推定される。
【００６５】
　再び図２を参照すると、利得が推定されると、パワーステアリング装置から受け取られ
た支援トルク値が、ステップ２３で決定された利得値で支援トルクのこの値を乗ずること
により、ステップ２４の間に、適合される。
【００６６】
　従って、利得値が１００％に等しいならば、パワーステアリング制御値は支援トルク値
に等しい。他方、逆の場合には、すなわち、十分に高いハンドル角と結びついた加速度の
場合、制御値は、支援トルク値より低いであろう。
【００６７】
　これらのステップ２０から２４までが、定期的に繰り返されることができる。ステップ
２０から２４までを繰り返し実行するために、例えば、初期化、ループの出力の検査、及
びインクリメント、のループを、示されていないが、旧来のステップとともに設定するこ
とができるであろう。
【００６８】
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　特に、加速度の値を決定することを可能にする微分ステップ２２は、一つ（又は幾つか
の）先行するサイクルの間に受け取られる速度の値及び、現在のサイクルの間に受け取ら
れる速度の値を用いることができるであろう。
【００６９】
　示されていない第一の変形によれば、先行するサイクルの間に決定された利得値を、記
憶装置に保持するように準備することができる。現行サイクルの利得値が１００％に等し
いが、先行サイクルの利得値がこの値より小さいならば、適合の終了の検出のフラグを１
にセットするように準備することができるであろう。
【００７０】
　このフラグが１のとき、既定の期間の間、適合不活性モードへ変化するよう準備するこ
とができる。従って、この既定の期間の間、例えば５秒間、利得が計画的に１に等しくな
るように、そして、ステップ２１及び２２で受け取られる加速度及びハンドル角の値が何
であれ、そうなるように、ステップ２３の間に準備することができるであろう。
【００７１】
　実施形態の他の変形によれば又は追加的に、各サイクルにおいて、利得値が１より小さ
い間、カウンタをインクリメントさせ、利得値が１に等しい時に、このカウンタをゼロに
リセットするよう準備することができるであろう。更に、このカウンタの値を閾値と比較
するよう準備することができるであろう。カウンタの値が閾値に達するときに、他の既定
の期間、例えば１分、５分又は他の期間、適合非活性モードへ変化するように準備するこ
とができるであろう。従って、パワーステアリングが過度に長い時間、適合されるならば
、過度に長い時間の適合は、誤った加速度の値により引き起こされることがありうるので
、この適合は禁止される。
【００７２】
　代替的に、利得が１より小さい期間を推定する代わりに、加速度を閾値と比較し、加速
度がこの閾値より高い期間を推定するよう準備することができるであろう。この期間が既
定の閾値を超えるならば、その場合、パワーステアリングの適合は禁止される。言わば、
過度に長い時間の過度に高い加速度の値は、間違いでしかないということが仮定される。
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